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都市公園法（抜粋） 
 
（定義）  
第二条 この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者で

ある地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。  
一 都市計画施設（都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第四条第六項 に規定する

都市計画施設をいう。次号において同じ。）である公園又は緑地で地方公共団体が設置

するもの及び地方公共団体が同条第二項 に規定する都市計画区域内において設置す

る公園又は緑地  
二 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの 
イ 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公

園又は緑地（ロに該当するものを除く。） 
ロ 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を

図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地 
２ この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に

設けられる次の各号に掲げる施設をいう。  
一 園路及び広場  
二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの  
三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの  
四 ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの  
五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの  
六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの  

 
都市公園法施行令（抜粋） 
（公園施設の種類） 
第五条 
５ 法第二条第二項第六号の政令で定める教養施設は、次に掲げるものとする。  

一 植物園、温室、分区園、動物園、動物舎、水族館、自然生態園、野鳥観察所、動植

物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、図書館、陳列館、天体又は気象観測施設、

体験学習施設、記念碑その他これらに類するもの 
 
七 売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの  
八 門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの  
九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの  

 
（都市公園の管理）  
第二条の三 都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方



公共団体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。  
（公園管理者以外の者の公園施設の設置等）  
第五条 第二条の三の規定により都市公園を管理する者（以下「公園管理者」という。）以

外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例

（国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令）で定める事項を記載した申請書

を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し

ようとするときも、同様とする。  
２ 公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当す

る場合に限り、前項の許可をすることができる。  
一 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められ

るもの  
二 当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に

資すると認められるもの  
３ 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、十年をこえることがで

きない。これを更新するときの期間についても、同様とする。 
 
 
 
京都市都市公園条例（抜粋） 

 

(公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可の申請書の記載事項) 

第八条 法第五条第一項に規定する条例で定める事項は，次に掲げるものとする。 

一 公園施設を設けようとするときは，次に掲げる事項 

ア 申請者の住所，氏名及び職業(法人にあっては，主たる事務所の所在地，名称，代

表者の氏名及び営業種目。以下同じ。) 

イ 設置の目的 

ウ 設置の期間 

エ 設置の場所 

オ 公園施設の種類，構造及び数量 

カ 公園施設の管理の方法 

キ 工事の実施方法 

ク 工事の着手及び完了の時期 

ケ 公園の復旧方法 

コ その他市長が定める事項 


